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＜背景＞  

我が国では、2050 年における脱炭素社会の実現に向けて、水素エネルギーの利活用が期待

されています。水素エネルギーの利活用に係る意義として、まず水素は利用時に CO2 を排出

しないため、脱炭素化に貢献することが挙げられます。また、水素は地域の様々な資源から

つくることができるため、海外からの化石燃料や地域外からの電力の代わりに地域の再生可

能エネルギー（以下、再エネという）等と組み合わせて使うことによって、地域産業の活性

化につながります。加えて、水素は貯蔵・輸送が可能であるため、災害時の非常用電源として

活躍することもできます。 

上記の意義を持つ水素は、製造・貯蔵・輸送・利用方法において様々な技術が活用されて

います（図 1）。製造方法については、再エネ由来電力で水を電気分解する方法や、工業プロ

セスで発生する副生ガスを活用する方法等が挙げられます。貯蔵・輸送方法については、水

素を圧縮しカードルやトレーラーで運搬する方法、水素を液化しローリー等で輸送する方

法、金属に吸着させ貯蔵し輸送する方法等があります。利用方法については、燃料電池自動

車や燃料電池フォークリフト等の運輸部門で活用する方法や、定置型燃料電池等の民生部門

で利用する方法、熱源等の産業部門で活用する方法等が挙げられます。 

このように、水素の製造から利用まで様々な手段が挙げられますが、最適な組み合わせは

利用の目的や立地等により異なります。  

  

図 1 水素サプライチェーンの概要  



地域間連携を通じた環境性や経済性を最適化し、水素による脱炭素化を進めるために

は、地域の再エネや地場産業等の各地域の特性を生かした水素サプライチェーン（以下、

脱炭素な地域水素サプライチェーンという）の構築が必要です。こうした地域ごとの水素

サプライチェーンの検討において参考となる将来像を整理するため、環境省では、2021 年

度に、脱炭素社会における水素モデルを作成し、地域における水素の利用方法ごとに分類

しています（図 2）。各モデルにおいては、多様な産業の関与が必要であることがわかりま

す。 

各モデルを実現し、脱炭素な地域水素サプライチェーンを本格的に展開していくために

は、サプライチェーンの各段階を担う企業や、実証場所の提供等を行う地方公共団体等の

各プレイヤーが産業横断的に連携することが非常に重要です。 

 

図 2 脱炭素社会における水素モデルの分類 

 

＜水素事業関係者リストの目的＞  

脱炭素な地域水素サプライチェーンの構築に関心を持つ、民間企業や地方公共団体、研究

機関・大学、NPO 等の市民団体など、産官学民の関係者の連携強化を図ることを目的として

います。  



＜「水素事業関係者リスト」への参加＞  

水素利活用の計画や事業に係る円滑な情報共有および関係者間の連携強化を目的として、

環境省は水素事業関係者リストへのご登録を推奨しております（図 3）。  

例えば、水素事業関係者間の連絡会にて相互に取り組みをご紹介いただくことや、関係者

間のメーリングリストを通じて環境省の水素関連 FS 事業や実証事業のご案内をすること等を

想定しています。 

  

図 3 水素事業関係者の連携イメージ  

＜参加の流れ＞  

水素事業関係者リストへの参加を希望する水素事業関係者の皆様は、以下の要件をご確認

の上、フォームより掲載依頼をお願いいたします。環境省および事務局が掲載依頼内容を確

認し、水素事業関係者リストへの追加およびウェブサイトへの掲載について検討させていた

だきます。  

水素事業関係者リストへの掲載依頼は通年受付の方針です。  

  



＜要件＞  

以下の要件を満たす水素事業関係者であること  

① 水素サプライチェーンに係る取り組みの実施・計画 

⚫ 国内における水素サプライチェーンの形成に参画の意思があることを原則とし

て、以下のいずれかに該当すること 

➢ 水素エネルギー関連の施策や取り組みに関与した実績があること 

➢ 水素サプライチェーンの特定の領域（複数可）について、参画する計画・方

針を有すること 

② 情報公開への同意 

⚫ 「脱炭素化にむけた水素サプライチェーン・プラットフォーム」HP における以下

の情報の公開に同意すること 

➢ 組織情報（担当者に関する個人情報を除く） 

➢ 水素サプライチェーンに係る取り組み概要 

③ 誓約事項への同意 

⚫ 掲載依頼フォームに記載されている以下の内容に係る事項に誓約すること 

➢ 反社会的勢力との関与がないこと 

➢ 故意の有無に関わらず、虚偽の記載がないこと 

掲載依頼内容の虚偽が判明した場合は、その時期に関わらず、参加を取り下げることがご

ざいますので、予めご了承ください。 

注）掲載依頼フォームにご記入いただきました個人情報については、水素事業関係者リスト

作成に向けた事務局からの連絡および記載内容の確認を目的に取り扱います。  

なお、水素事業関係者リストの作成主体は環境省ですが、業務についてはデロイト トーマツ

コンサルティング合同会社に委託しており、環境省および事務局が掲載依頼内容の妥当性を

判断いたします。 

  



＜掲載依頼フォーム＞  

こちらのフォームに必要事項を入力のうえ、掲載依頼をお願いいたします。  

https://forms.office.com/e/4MD9BdQwtL  

回答送付後、「掲載依頼ありがとうございます。正式に回答を受け付けました。事務局から

のご連絡をお待ちください。」というメッセージが表示されましたら、掲載依頼は完了です。 

なお、セキュリティ等のご事情でフォームからの掲載依頼が難しい場合はご相談ください。 

  

＜お問合せ先＞  

事務局：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 サステナビリティユニット  

鳥山・西田

電話：03-5220-8600  

リモートワークを実施しておりますため、折り返しのご連絡とさせていただきます 

Email：low_carbon_h2@tohmatsu.co.jp  

環境省担当部局：地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室  

https://forms.office.com/e/4MD9BdQwtL
https://forms.office.com/e/4MD9BdQwtL

